
要配慮者利用施設の

避難確保計画作成に係る説明会

日時：令和２年１１月１７日（火）

場所：多度津町役場２Ｆ 第１会議室



◇近年、「非常に激しい雨」や「大雨」の頻度は増加傾向にある。【①・②】

◇年間の降雨日数は減少傾向にあり、気候の変化によるリスクの高まりが懸念される。【③】

１．風水害による被害の頻発

1気象庁資料

①１時間50ミリ以上の激しい雨
（年間発生回数）

②１日に100ミリ以上の大雨
（年間日数）

③年間の降雨日数
（日降水量1ミリ以上）



H29年7月九州北部豪雨

大分県日田市小野地区 斜面崩壊
写真：九州地方整備局

H21年7月中国・九州北部豪雨

写真：中国地方整備局

山口県防府市 土砂災害

写真：国土交通省

１．風水害による被害の頻発

H28年8月 台風10号

岩手県岩泉町 小本川
写真：国土交通省

H27年9月関東・東北豪雨

茨城県常総市 鬼怒川破堤
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岡山県倉敷市 小田川

愛媛県大洲市 肱川

平成30年7月豪雨（西日本豪雨）

写真：中国地方整備局

◇西日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨
◇期間中の総降水量は四国地方の多い地域で1,800㎜超

期間降水量の分布図（H30.6.28～7.8）

気象庁資料

１．風水害による被害の頻発
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１．風水害による被害の頻発

平成30年7月豪雨（西日本豪雨）

◇多度津町では408mmの降水量があり、大きな浸
水被害はなかったが、小規模な土砂崩れが複数
発生した。

◇また、下の写真は岡山市の被害の様子であり、
河川が氾濫し大きな浸水被害が発生した。

写真：岡山市気象庁資料 4



２．水害リスクの最近の動向：降雨条件を「想定最大」とした浸水区域

 気候変動により頻発化・激甚化する水災害に対応するため想定される最大規模の
降雨を前提として、洪水時に浸水が想定される区域（浸水想定区域図）を河川管理者

（国や県）が指定・公表することとなった。（平成27年5月の水防法一部改正）

 平成28年7月以降、全国の一級河川及び二級河川で順次公表されている。

5岡山県HP（国土交通省資料を一部改正）



２．避難確保計画の作成と訓練の必要性

■西日本豪雨で浸水した範囲とハザードマップの範囲は、概ね同じ

■災害リスクを「知っている」ことが、実際の避難行動に繋がらないことが課題

 避難確保計画を作る際に災害時のことを考えることが必要。

 作った計画を活用し、災害に備える訓練など取組の継続が大切。

西日本豪雨時に浸水していたと考えられる範囲と浸水深

：ハザードマップで公表されていた浸水範囲
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３．洪水時に想定される浸水範囲等の情報 【香川県】

■香川県が管理する河川の浸水想定区域図は、香川県のHPで公表している。

7

香川県 浸水想定区域

画面スクロール



重ねるハザードマップ

４．施設周辺の水害リスクをまとめて確認する 【重ねるハザードマップ】

■国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」では、洪水時に想定される浸
水深や土砂災害リスクの分布状況をまとめて確認できる。

施設の住所を入力（地図から探すこともできます）

ポータルサイトの「重ねるハザードマップ」

○○○○○○

※地名検索は大字までの対応です

②検索

①住所を入力（例：市役所）
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①既存の計画に追記する場合

消防計画等の既存の計画に必要事項を追記し、避難確保計画とする方法

５．避難確保計画の作成方法について
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■避難確保計画の作成方法については、大きく分けて次のとおり。

②新規で作成する場合
国土交通省ホームページで公開している「避難確保計画作成の手引き」の

解説編・様式編を活用し作成する方法



⑥洪水時に係る教育・訓練の項目を追加（解説編 P41参照）
従業員への洪水時を想定した防災教育及び訓練に関する事
項を追加する。 ※実情に応じ、各施設の判断で消防計画上実施している

教育・訓練をもって代えることができる。

①既存の計画に追記する方法について
洪水時の避難確保計画は、消防計画などの既存の計画
に、洪水時に係る体制・対応を追加して作成できる。

（目的）
第〇条 この計画は、消防法第８条第１項の規定に基づき、〇〇〇〇の防火管理業務に
ついて必要な事項を定め、火災、地震及びその他の災害の予防及び人命の安全並びに
被害の軽減を図ることを目的とする。
また、水防法第１５条の３第１項に基づき、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図る
ことを目的とする。

（自衛水防の組織と任務分担）
第〇条 〇〇〇〇の自衛水防組織として△△△を統括管理者とし、次の任務分担により
自衛水防組織を別表〇のとおり指定する。

係別 任務内容

統括管理者
自衛水防隊の各係員に対し、指揮、命令を行う。避難状況の把握を行う。自衛水防組織の各
係員に対する教育及び訓練を行う。

情報伝達係 洪水時における洪水予報等の情報収集を行う。関係者及び関係機関との連絡を行う。

避難誘導係 避難誘導にあたる。未避難者、要救助者の確認を行う。避難器具の設定、操作にあたる。

（洪水時の活動）
第〇条 洪水時においては、次の防災体制をとる。

体制確立の判断時期 活動内容 対応要員

注意体制 〇〇情報発表 情報収集、関係職員招集 情報伝達係

警戒体制
〇〇情報発表
〇〇地区避難準備・高齢者等避難開始発令

情報収集、資器材準備、要
配慮者の避難誘導、・・

情報伝達係、避難
誘導係、・・

非常体制
〇〇情報発表
〇〇地区に避難勧告又は避難指示（緊急）発令

施設全体の避難誘導、・・ 避難誘導係、・・

（洪水時の避難誘導）
第〇条 洪水時の避難場所、避難経路、避難誘導方法については、下記に従う。
（１）避難場所・経路
・第〇条の震災時の避難場所・避難経路に定める通り。
・上記避難場所への避難が困難な場合には、本施設〇棟の２階へ避難し、屋内安全確保を図る。
（２）避難誘導方法
・施設外の避難場所に誘導するときは、避難場所までの順路、道路状況について予め説明する。
・避難する際は、原則として車両等を使用せず徒歩とする・・・等

（洪水に備えての準備品）
第〇条 第〇条の震災に係る準備品に加えて、洪水に備え次の
品目を常に使用または持ち出せるよう準備しておき、定期的に点検を行う。

（洪水対策に係る教育及び訓練）
第〇条 施設管理者は、次により防災教育及び訓練を行うものとする。

予定実施月 内容

全従業員 〇〇月 （１）洪水予報等及び洪水時の避難に係る研修
（２）情報収集・伝達に係る訓練
（３）避難誘導に係る訓練

新入社員 その都度

自衛水防組織 〇〇月

一文を追記①計画の目的に「洪水時の避難」を追記
消防計画の第1条（目的）に、水防法第15条の3第1項に基づく
洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を加える。

②自衛水防組織の項目を追加（設置する場合）
自衛消防組織の記載を参考に、洪水予報等の情報収集、洪水
予報等の情報収集、洪水時における避難誘導、構成員への教
育及び訓練、その他水災の軽減のため必要な業務の任務を記
載。 ※なお、各施設の判断で自衛消防組織など既存の枠組みの活用も可

③防災体制の項目を追加（解説編 P12～参照）
「洪水時の防災体制」の項目を追加し、洪水時の体制、体制区
分ごとの活動内容、体制区分ごとの確立基準、体制区分ごと
の活動を実施する要員を記載。

④避難誘導の項目を追加（解説編 P25～参照）
「洪水時の避難誘導」の項目を追加し、避難場所、避難経路、
避難誘導方法を定める。 ※なお、震災時等の避難場所、避難経路が洪

水時と同一の場合、これを引用することでよい。

⑤避難の確保を図るための施設を追加（解説編 P40参照）
洪水予報等の情報収集・伝達及び避難誘導に使用する資機材
を記載する。 ※自衛消防組織の装備または震災時等に備えた資機材等の
記述がある場合、その他不足する資器材を追記することでよい。

活動の区分 使用する設備又は資器材

情報収集・伝
達

テレビ、ラジオ、タブレット、ファックス、携帯電話、懐中電灯、電池、携帯電話用バッテリー

避難誘導
名簿（従業員、利用者等）、案内旗、タブレット、携帯電話、懐中電灯、携帯用拡声器、電池式照
明器具、電池、携帯電話バッテリー、ライフジャケット、蛍光塗料
施設内の一時避難のための水・食料・寝具・防寒具

項目を追加

項目を追加

項目を追加

不足分を追加

項目を追加

消防計画に追記する例（洪水の場合） ・・以下の6事項を追記する



①既存の計画に追記する方法について

◇消防計画に追記する場合の方法
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①既存の計画に追記する方法について
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・洪水（土砂災害）の項目を追加する。
・既存の項目に追加する方法もあるので、
策定済みの計画形態を考慮したうえで追
記する。



①既存の計画に追記する方法について
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・計画目的に赤字部分を
加える。

①計画の目的に「洪水時の

避難」を追記



①既存の計画に追記する方法について
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計画の条項に応じて必

要があれば赤字部分を

加える



①既存の計画に追記する方法について
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②自衛水防組織

③洪水時の防災体制
④洪水時の避難誘導

⑤避難確保のための施設
⑥洪水対応の教育・訓練



②新規で作成する場合
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国交省 要配慮者利用施設

画面スクロール

◇国土交通省ホームページ内に要配

慮者利用施設の浸水対策として、避

難確保計画作成の手引き等が公開

されている。

◇「解説編」「様式集」「記載例」の内、

「様式集」が計画雛型となるので、活

用してください。

◇なお、表題は浸水対策となっている

が、手引き中は土砂災害の様式も

記載されている。



②新規で作成する場合

計画作成のひな形

◇要配慮者利用施設における「避難確保計画作

成の手引き」の様式編(社会福祉施設)

◇解説編・記載例を参考に必要事項を記載して

いくことで作成できる。
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②新規で作成する場合

要配慮者利用施設における「避難確保計画作成の手引き 解説編」

◇前半は、計画様式の作成支援として、
避難確保計画を検討する際の視点
や、検討の助けとなる参考情報が記
載されている。
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◇後半は、災害種別ごとの発表される
情報の説明などが記載されているの
で、防災体制の検討に活用する。

◇既存の計画に追記する場合に参考と
なる部分は、③＝1．3防災体制・④
＝ 1．5避難誘導・⑤ ＝ 1．6施設の
整備・⑥ ＝ 1．7防災教育及び訓練
が該当する。

③

④
⑤
⑥



【目次】避難確保計画の様式（項目）
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計画作成後に提出する
様式

【様式１～６】

※様式６は自衛水防組織を
設置した場合に提出

提出する必要がない様式

【様式７～１２】

※別添，別表１，別表２は、様式６で自衛
水防組織を設置した場合に作成



【様式１】 計画の目的・報告・適用範囲（項目１～３）

20

③計画の適用範囲

※大幅に変更した場合は、修正して提出

①計画の目的を記入

②計画の報告



【様式２】 防災体制（項目４） 【いつ避難するか】
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心のスイッチを
入れる段階

避難開始に向けた
準備を進める段階

避難行動の段階

◇様式２の作成にあたっては、
施設の立地条件等から災害
種別ごとに防災体制の検討
をしてください。

◇災害種別は
・洪水
・内水
・高潮
・津波
・土砂災害
があるので、確認のうえ作成
してください。

◇既存の計画に追記する場合
は、③防災体制に該当する
ので、抽出して記載するなど
の措置をとってください。

いつ行動するか 何を誰が行うか



避難所等

移動開始移動準備避難情報入手

□台風等の発生後、避難先への移動が完了するまでの間に、大きく３つの段階がある。

□また、避難準備や移動には、それぞれ一定の時間が必要であることに留意。

心のスイッチ
を入れる段階

避難開始に向けた
準備を進める段階

避難開始
の段階

【参考】避難行動に繋げる防災体制の確立

22



【参考】防災体制の判断のタイミングを検討する

避難開始の段階

避難開始に向けた
準備を進める段階

心のスイッチを
入れる段階

時間

1日前

数時間前

半日前

２時間前 2時間

1時間

3時間

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間

水害発生（氾濫）

30分

避難完了

①避難準備にかかる時間

②避難所等までの移動時間

⓪防災モードの時間

23



情報内容 取得機関

台風等の各種気象情報
気象庁

高松地方気象台

河川の情報
川の防災情報

川の水位情報

県内の防災情報 かがわ防災Webポータル

町内の情報
多度津町ホームページ

たどつ防災MAXポータル（ＨＰ内）

停電の情報 四国電力（LINE）

【様式３】 情報収集・伝達（項目５）
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◇必要な情報を記載例や以下の
ホームページ等を参考に記入
してください。



検討時のポイント！

■ 「何の情報を」 「誰から誰に」、「どのような方法で」伝達するのかを決める。

情報伝達系統の例と大切な心構え

総括・情報班
（管理者）

施設長

避難誘導班

関係施設 等

電話、メール、
口頭（施設内）

・気象情報
・河川水位情報
・土砂災害警戒情報
・避難勧告等の情報
・避難所の開設状況 等

【心構え】情報が来るのを待つのではなく自ら収集
することを心がける

市からの連絡、防災行政無線、緊急
速報メール等の

プッシュ通知型の防災情報

【様式３】 情報収集・伝達（項目５）

誰から誰に

何の情報を どのような
方法で 25



屋内安全確保の場合は、施設内の避難
場所の階数や部屋の名前等を記載。

■移動距離と移動手段を想定し、

「移動に必要な時間」

を考えてください。

検討時のポイント！

【様式４】 避難場所（項目６）

避難先への移動手段と体制（スタッ
フの人数等）を検討する。

26

◇既存の計画に追記する場合は、④避
難誘導に該当するので、抽出して記
載するなどの措置をとってください。



■きれいな図面として作る必要はない。

■施設の方々が、以下を共有することが大切。

○避難先と避難経路がどこか。

○避難経路上で気をつけておきたいことはないか。

【別紙１】 避難経路図（様式４関係）

27

■安全な場所を避難先・経路とする設定
を基本とする。

■必要な場合には垂直避難も検討する。

作成のポイント！



【参考】重ねるハザードマップを活用した別紙１の作成

□「重ねるハザードマップ」の作図機能で、自
施設や避難先、避難経路を追加でき、距離
計測も可能。

□作成した地図を印刷するか、画像データとし
て保存し、別紙１に添付してください。

（避難場所）
●●●中学

校

グループホーム ●●苑

（避難経路）
県道●号線を通行

避難経路図（イメージ図）
印刷

作図機能

印刷等は、
「その他」
ボタンから

◇マーカー：施設位置を設定
◇線を追加：避難経路を設定

28



【様式５】 避難の確保を図るための施設の整備（項目７）

①情報収集・伝達時、避難誘導時に必要な
ものを整理する。

②避難所等での避難生活時に必要なもの（
水、食料、薬など）を整理する。

＜留意事項：上層避難の対応について＞

◇垂直避難の場合、長期化や孤立等により、水
や食料、医療品の確保や体調を崩した場合の
処置等に困難を伴うことも想定される。

◇必要な物資の備蓄や、行政・消防機関等との
連絡体制の確保、カルテのバックアップ、最低
限必要となる照明や医療機器のための自家発
電設備など避難生活の長期化も考えられる。

検討時のポイント！
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◇既存の計画に追記する場合は、⑤施
設の整備に該当するので、抽出して記
載するなどの措置をとってください。



【様式５・７】 防災教育及び訓練（項目８・１０）

○訓練内容と実施月を記入する。

①従業員と施設利用者の防災教育の日程を決める。

②防災訓練の実施日は、出水期前に設定する。

③訓練結果を踏まえ、計画の見直し時期を決める。

作成の手順
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◇既存の計画に追記する場合は、⑥防災教育・
訓練に該当する。
追記するか、消防計画上実施している教育・訓
練が洪水にも対応していれば、それをもって代
えることができるので、施設に応じて検討してく
ださい。



【様式６・別添】 自衛水防組織の業務に関する事項（項目９）

別添、別表1を活用し、組織設置を記述。

研修・訓練計画は【様式５】に
基づいて記述

自衛水防組織を設置したことを
町に報告する記述を記載

＜留意事項：自衛水防組織の設置について＞

• 施設利用者の安全確保のための体制のことであり、避難
確保計画の検討内容に基づく防災体制のこと。

• 自衛水防組織の設置は努力義務だが、設置した場合は市
町村への報告が必要。

• 既に自衛消防組織を設置している場合は、それらの組織も
活用してください。

31

別添

施設の実情に合わせる



【様式１２・別表１・別表２】 自衛水防組織（防災体制一覧）の業務

①各要員の役割に適した担当者を決める。

②各要員の対応内容を決める。

作成の手順
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【様式５ 避難の確保を図るための施設の整備】を活用する

自衛水防組織を設置していない場合

自衛水防組織を設置した場合

＜留意事項＞

• 職員の参集が予定通り進まない場合も想定する。



【様式８】 施設利用者緊急連絡先一覧表（項目１１）

33

➀施設利用者の氏名、年齢、住所を記入する。

②施設利用者の緊急連絡先となる情報（氏名、続柄、電話番号、住所）を記入する。

作成の手順

＜留意事項＞

• 施設利用者の連絡先等の情報は、定期的に確認・更新することが必要。

• 施設利用者の保護者や家族への緊急時の連絡先や緊急搬送先を整理しておくことが有効。



【様式９】 緊急連絡網（項目１２）

34

＜留意事項＞

・施設利用者の保護者や家族への
緊急連絡体制も検討してください。

・連絡が途切れた場合にも連絡が
繋がるような連絡網と運用ルール
が重要。

・連絡先は定期的な更新が必要。

施設管理者から従業員を含
めた施設関係者の緊急連絡網
を作成する。

作成の手順



【様式１０】 外部機関等への緊急連絡先（項目１３）

35

＜留意事項＞
・消防や警察、避難時の支援者や医療機関など、各施設で必要な体制・連絡先を追加して整理
してください。

所属 担当 連絡先

多度津町

総務課（防災） 0877-33-1110

教育課 0877-33-0700

健康福祉課 0877-33-1134

高齢者保険課 0877-33-4488

消防本部 0877-33-0119

警察 丸亀警察署 0877-22-0110

必要な連絡先を適宜
記入する

作成の手順



【様式１１】 避難誘導方法（項目１４）

■要配慮者の特性を踏まえた移
動手段を整理する。

■誰が対応するかを決定する。

■避難・移動に必要な時間を考
える。

作成のポイント！

施設利用者 避難誘導要員

対
応
内
容

避難場所へ移動
□単独歩行が可能な方
□介助が必要な方
□車いすを使用する方
□ｽﾄﾚｯﾁｬｰや担架が必要な方
□そのほか（ ）

（ ）名
（ ）名
（ ）名
（ ）名
（ ）名

担 当 者
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

そのほかの対応
□ご自宅に帰宅する方
□病院に搬送する方
□そのほか（ ）

（ ）名
（ ）名
（ ）名

（ ）
（ ）
（ ）

＜留意事項：移動手段等について＞
• 移送時に搬送車の手配が必要な場合、夜間や
大雨等の状況も念頭に、必要台数が手配でき
るか事前確認が必要。

• 十分な人員がいるかにも留意。

• 避難誘導にあたっては、独歩、護送（車いす）、
担送（寝たきり）など、利用者の移動能力に応
じて、搬送具や患者用ライフジャケット等の資
器材の活用を含めた検討が必要。

• 浸水や停電によりエレベーターが停止すると自
力移動困難者の移動に時間がより必要となる
ことを念頭に、早めの避難準備開始が有効。
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【消防計画の場合】

提出先 ： 消防本部

計画必要部数 ： ４部

【他既存の計画の場合】

総務課へ問合せ

６．避難確保計画の提出について
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提出先 ： 総務課

計画必要部数 ： ３部

②
新
規
で
作
成
す
る
場
合

①
既
存
の
計
画
に
追
記
す
る
場
合

避難確保計画

○○施設

消防計画届出書×２ 追記届出書×２

避難確保計画作成

届出書×３
避難確保計画×３

消防計画

○○施設

消防計画×４

＜留意事項＞

・計画に沿った訓練も義務化されているの
で、訓練実施後は「訓練実施報告書」をご
提出ください。



６．避難確保計画の提出について
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多度津町

◇多度津町のホームページ内に防災

情報を集めたページを設置。

◇本日の説明会資料や先ほど説明し

た提出様式等を明日までに掲載す

るので、ご活用ください。



変更（作成）した消防計画は、多度津町消防本部へ

令和３年１月２９日（金）までにご提出ください。

説明会（１１/１７）

質問窓口 【多度津町 総務課 危機管理室】 ＴＥＬ：０８７７-３３-１１１０

６．避難確保計画の提出について
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作成した避難確保計画は、多度津町総務課へ

令和３年１月２９日（金）までにご提出ください。


